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情報公開について
長期優良住宅
認定マニュアル

➢認定マニュアルは認定
を行う所管行政庁用のもの

➢参考に登録住宅性能評価機関
へも公開している

所管行政庁
専用ページへ公開

会員機関
専用ページへ公開
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過去の認定基準告示

過去の技術解説

情報公開について
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認定通知書等の記載例について

認定通知書の記載方法

➢認定申請書に記載のとおり
新築後、増築・改築を行っていない
場合は「新築の時期」を記載します。
新築後、増築・改築を行っている場
合は「増築・改築の時期」を記載し
ます。

７．欄

➢登録住宅性能評価機関が交付する
確認書や住宅性能評価書に記載の
申請年月日を転記します。

８．欄

本記載例はあくまでも
一例です（以下同じ）
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変更認定通知書の記載方法

区分所有住宅該当の有無と、長期法
第５条各項の関係

長期法第５条第４項、第５項および
第７項の申請に係るものは全て区分
所有住宅となります。

５．認定に係る住宅が共同住宅等で
ある場合は、区分所有住宅の該当の
有無について

認定通知書等の記載例について
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長期確認書の記載例について

確認書の記載方法

➢共同住宅等の場合に記載
記載例： 区分所有住宅の該当の有無 □有 □無

４．欄

➢当初申請／変更申請に係わらず記載
記載例： 新築 ／ 増築・改築

５．欄

➢当初申請／変更申請に係わらず記載
記載例： 新築の時期 ○○○○年○○月○○日

／増築・改築の時期 ○○○○年○○月○○日

６．欄
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その他

➢一体申請の場合は、品確法施行規則で定義する既存住宅である必
要があります。一方、建築行為を伴わない長期確認単独申請や、
認定申請にあっては、現況検査を実施し、それに伴う状況調査書
を添付する事ができるなどの条件を満たせれば申請可能です。

➢個別性能を選択せず、現況検査のみによることも可能です（長期
使用構造等である事の確認は実施）。

➢既存建設評価の現況検査と、長期優良住宅の制度における現況検
査（インスペクション）は兼ねることは出来ません。

既存建設住宅性能評価との一体申請について
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その他

軽微変更該当証明業務について（第一弾施行時の説明会資料再掲）
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認定手続きの流れ

軽微変更該当証明業務について（第一弾施行時の説明会資料再掲）
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➢ 本資料は、作成日時点で、当協会が一般に信頼できると判断した資料に
基づいて作成されたものですが、情報の正当性・確実性を当協会で保証
するものではありません。

➢ 本資料の著作権は当協会に属するものであり、本説明会動画の視聴目的
以外で、一部または全部を複写、写真複写あるいは、その他いかなる手
段において複製すること、また当協会による許可なくして再配布するこ
とを禁じます。


